
定 例 監 査 結 果 報 告 書 

 

１ 監査対象部署 小松市民病院 

２ 監査実施日  令和５年 7 月 26 日 

３ 監査実施場所 小松市民病院会議室 

４ 監査の範囲  令和４年度の財務に関する事務及び事業の管理全般 

５ 監査の執行者 監査委員 小栗  厳 

         監査委員 表  靖二 

６ 監査の実施手続 

  あらかじめ必要と認めた事項を記した監査資料、関係する管理資料、申請書類及

び執行手続書類並びに台帳等の提出を求め、事務局職員により、その内容の閲覧、

帳簿突合、質問等の予備監査を行った。 

  また、監査当日は、病院長、管理局長ほか関係職員の同席の下、所属長から監査

資料に基づき事務事業の執行状況等を聴取するとともに、質疑を交わした。 

７ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、関係法令に基づき適正か

つ効率的、合理的に行われているかを主眼として、監査を実施した。 

監査の主な着眼点は、次のとおりである。 

（１）収入及び支出事務は、関係法令等に基づき適正に行われているか。 

（２）契約事務は、関係法令等に基づき適正に行われているか。 

（３）財産の管理は、適正に行われているか。 

（４）施設の維持管理は、適正に行われているか。 

（５）公金の取り扱いは、適正に行われているか。 

（６）前回の監査で指摘した事項は、適正に改善されているか。 

８ 監査の結果 

  次に記載する改善要望以外の予算執行状況、財産の管理状況、事務事業の管理状

況、安全対策及び前回指摘事項の項目については、おおむね良好に執行がなされて

いるものと認められた。事務処理上にわたる注意事項については、監査の過程にお

いて当事者に指導したので本書には省略した。 

＜改善要望＞ 

  令和４年度決算において、医業収益の伸び以上に材料費、特に薬品費の伸びが

大きくなっている。その要因について、薬品及び診療材料の在庫管理の方法を含

め検証・分析され、医業収支の改善に努められたい。 

９ 監査の結果に添える意見 



  

院内保育事業による職場環境の向上は、職員の定着や早期復帰などの効果が期

待される良い取り組みであるが、利用者が少なく、事業収支においては、収入に対

して費用の割合が高い状況が続いている。 

市としての子育て支援の充実や働きやすい地域の実現の観点から、本病院のみ

ならず、地域の医療・福祉関係者の利用促進を図るため、関係部局等の協力を得な

がら利用者のニーズを把握し広報活動を強化するとともに、施設のあり方を含め、

制度や運営の見直しを図られたい。 


